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○関市浄化槽設置補助金交付要綱 

平成１７年２月７日関市告示第２１号の６ 

改正 

平成１７年８月３０日告示第９１号 

平成１８年１０月２日告示第１２５号 

平成１９年９月３日告示第１５６号 

平成２０年８月２９日告示第１４８号 

平成２４年６月１２日告示第１９０号 

平成２６年３月２４日告示第６０号 

平成２８年４月１日告示第９３号の１１ 

令和２年４月１日告示第１１７号 

令和３年３月３１日告示第１３０号 

令和３年１２月１５日告示第３６７号 

令和４年７月２８日告示第２４６号 

令和８年４月１４日告示第１８６号 

 

関市浄化槽設置補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この告示は、浄化槽を設置する者に対して補助金を交付することにより、し尿及び生

活雑排水による生活環境の悪化並びに公共用水域の水質汚濁の防止を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において「浄化槽」とは、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以下「法」

という。）第２条第１号に規定する浄化槽をいう。 

２ この告示において「単独処理浄化槽」とは、法第３条の２第１項ただし書に規定するし尿

のみを処理する設備又は施設をいう。 

３ この告示において「くみ取槽」とは、し尿を便槽に貯留し、定期的にこれをくみ取って処

分する方式の便槽（泡又は少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的にくみ取りをする方式

の便槽も含む。）をいう。 

（補助金の交付対象となる浄化槽） 

第３条 補助金の交付対象となる浄化槽（以下「補助対象浄化槽」という。）は、次に掲げる

要件を全て満たす浄化槽であって、別表区分の欄に掲げる浄化槽のいずれかに該当するもの

とする。 

（１） 処理対象人数が５０人以下であること。 

（２） 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針（平成４年１０月３０日付け衛

浄第３４号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知）が適用される浄

化槽であって、同指針に適合するものとして全国浄化槽推進市町村協議会（以下「全浄

協」という。）に登録されていること。 

（３） 一般社団法人全国浄化槽団体連合会（以下「全浄連」という。）の機能保証制度又

は公益社団法人岐阜県浄化槽連合会（以下「岐浄連」という。）の岐阜県浄化槽生涯機能

保証制度の登録を受けていること。 

２ 補助対象浄化槽を設置する建物に居住用以外の目的に使用する部分がある場合は、当該居
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住用以外の目的に使用する部分に係る延べ面積を除いた建物に設置された浄化槽として補助

金を交付するものとする。 

（補助金の交付対象） 

第４条 市長は、次に掲げる区域のいずれにも該当しない市内の区域において、居住用の建物

（販売の目的で建築された建物を除く。以下「対象住宅」という。）に汚水処理未普及解消

に資する浄化槽を設置する事業又は災害に伴い必要となった家屋の建替えに伴う浄化槽の設

置及び故障した浄化槽の更新若しくは改築を行う事業（以下「補助事業」という。）を実施

する者に予算の範囲内で補助金を交付する。 

（１） 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項に基づき策定された公共下水道

の事業計画に定める予定処理区域 

（２） 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の４第１項に規定する認可を受

けた農業集落排水施設整備事業の計画に定める事業を行う区域 

（３） 関市コミュニティ・プラント条例（平成１７年関市条例第４０号）第２条に規定す

る処理区域 

２ 前項各号のいずれかに該当する区域であっても、公共下水道の整備が当分の間（原則とし

て７年以上）見込まれない地域であって、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第

１４条の８第１項に規定する生活排水対策重点地域に該当する地域及び農業集落排水施設の

整備が当分の間（原則として７年以上）見込まれない地域は補助対象とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象者と

しない。 

（１） 法第５条第１項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）第６条第１項の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者 

（２） 対象住宅を賃借している者で、賃貸人の承諾が得られないもの 

（３） 市税、介護保険料、市営住宅等の家賃、水道料金、下水道使用料その他の市に納付

すべき歳入金を滞納している者 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、別表区分の欄に掲げる浄化槽の設置に要した費用の額とする。ただし、

同表規模の欄に掲げる浄化槽の規模に応じて、同表限度額の欄に掲げる金額をその上限とす

る。 

２ 市長は、単独処理浄化槽の撤去（単独処理浄化槽を撤去しなければ、補助対象浄化槽を設

置できない場合に、当該単独処理浄化槽を撤去して補助対象浄化槽を設置することをいう。

以下同じ。）の場合に、当該撤去に要した費用の額（当該額が１５０，０００円を超えると

きは１５０，０００円とし、１５０，０００円に満たないときは、その額の１，０００円未

満の端数を切り捨てた額とする。）を前項の補助金の額に加算することができる。 

３ 市長は、くみ取槽の撤去（くみ取槽を撤去しなければ、補助対象浄化槽を設置できない場

合に、当該くみ取槽を撤去して補助対象浄化槽を設置することをいう。以下同じ。）の場合

に、当該撤去に要した費用の額（当該額が１２０，０００円を超えるときは１２０，０００

円とし、１２０，０００円に満たないときは、その額の１，０００円未満の端数を切り捨て

た額とする。）を第１項の補助金の額に加算することができる。 

４ 市長は、個人所有の戸建住宅において既設の単独処理浄化槽又はくみ取槽を補助対象浄化

槽へ転換（家屋を改築し、又は増築する場合を除く。）する場合に、宅内配管工事（補助対

象浄化槽への流入管、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側構までの放流管に係る工事を
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いう。）に要した額（当該転換に要した費用の額が３３０，０００円を超えるときは３３０，

０００円とし、３３０，０００円に満たないときは、その額の１，０００円未満の端数を切

り捨てた額とする。）を第１項の補助金の額に加算することができる。 

（補助金の交付申請等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、関市浄化槽設置補

助金交付申請書（別記様式第１号。以下「交付申請書」という。）に次に掲げる書類を添付

して、補助事業に着手する日から起算して１１日前又は補助金の交付の申請をした日が属す

る年度（以下「申請年度」という。）の１月末日のいずれか早い日までに市長に提出しなけ

ればならない。 

（１） 申請者が対象住宅を賃借している者であるときは、賃貸人の承諾書 

（２） 浄化槽設置届出書又は浄化槽設置通知書の写し 

（３） 補助事業に係る工事請負契約書の写し 

（４） 浄化槽単体及びその設置に要する費用の明細書及び見積書の写し（補助の対象とな

る部分に限る。） 

（５） 全浄協の登録証の写し及び登録浄化槽管理票（市町村提出用） 

（６） 全浄連の機能保証登録証又は岐浄連の生涯機能保証登録証の写し 

（７） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは

関市浄化槽設置補助金交付決定通知書（別記様式第２号）を、適当と認めなかったときは関

市浄化槽設置補助金交付申請却下通知書（別記様式第３号）を申請者に送付する。 

３ 前項の規定による補助金交付の決定通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

交付申請書の内容を変更しようとするとき又は交付申請書に係る浄化槽の設置を中止しよう

とするときは、関市浄化槽設置補助金交付申請変更等承認申請書（別記様式第４号）を市長

に提出し、その承認を受けなければならない。 

４ 市長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請を承認する

かどうかを決定し、関市浄化槽設置補助金交付申請変更等承認（不承認）通知書（別記様式

第５号）により交付決定者に通知する。 

５ 交付決定者は、交付申請書に記載された浄化槽設置工事の完了予定日までに当該工事が完

了しないとき又は浄化槽の設置が困難になったときは、速やかにその旨を市長に報告し、そ

の指示に従うものとする。 

（完了報告書兼交付請求書の提出） 

第７条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、関市浄化槽設置補助金完了報告書兼交付

請求書（別記様式第６号）に次に掲げる書類を添付して、補助事業が完了した日から１月を

経過した日又は申請年度の３月２０日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならな

い。 

（１） 法定検査の依頼書又はこれに代わる書類の写し 

（２） 浄化槽の保守点検及び清掃に関する業務委託契約書又はこれに代わる書類の写し 

（３） 合併処理浄化槽設置整備事業の推進体制の強化について（平成元年２月８日付け衛

浄第８号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知）に定めるチェック

リスト 

（４） 浄化槽設置の施工工事写真 

（５） 単独処理浄化槽の撤去工事の作業工程を示す写真（第５条第２項に該当する場合に
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限る。） 

（６） くみ取槽の撤去工事の作業工程を示す写真（第５条第３項に該当する場合に限

る。） 

（７） 浄化槽の設置に係る配管工事の作業工程を示す写真（第５条第４項に該当する場合

に限る。） 

（８） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は

既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

（１） 交付決定者が、この告示の規定に違反したとき。 

（２） 交付決定者が、偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたことが明ら

かになったとき。 

（３） 前２号に掲げるときのほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。 

（工事の検査等） 

第９条 市長は、必要に応じて、交付決定した補助金に係る浄化槽の設置工事の検査及び確認

を行うことができる。 

（委任） 

第１０条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この告示は、平成１７年２月７日から施行する。 

 

別表（第３条、第５条関係） 

区分 規模 限度額 

１ 生物化学的酸素要求量（以下「ＢＯ

Ｄ」という。）の除去率が９０パーセン

ト以上であり、かつ、放流水のＢＯＤが

１リットルにつき１日平均２０ミリグラ

ム以下である機能を有する浄化槽 

５人槽 ３３２，０００円（４１

４，０００円） 

６人～７人槽 ４１４，０００円（４７

４，０００円） 

８人～１０人

槽 

５４８，０００円（６６

０，０００円） 

１１人～２０

人槽 

９３９，０００円（１，０

０２，０００円） 

２１人～３０

人槽 

１，４７２，０００円

（１，５４５，０００円） 

３１人～５０

人槽 

２，０３７，０００円

（２，１２９，０００円） 
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２ １に該当する浄化槽のうち、放流水の

総窒素濃度が１リットルにつき２０ミリ

グラム以下又は総りん濃度が１リットル

につき１ミリグラム以下である機能を有

するもの 

５人槽 ３６０，０００円（４３

８，０００円） 

６人～７人槽 ４６２，０００円（５１

６，０００円） 

８人～１０人

槽 

５８５，０００円（６８

４，０００円） 

１１人～２０

人槽 

１，０９２，０００円

（１，１６４，０００円） 

２１人～３０

人槽 

１，８６０，０００円

（１，９５３，０００円） 

３１人～５０

人槽 

２，４９６，０００円

（２，６１０，０００円） 

３ ２に該当する浄化槽のうち、ＢＯＤの

除去率が９７パーセント以上であり、か

つ、放流水のＢＯＤが１リットルにつき

１日平均５ミリグラム以下である機能を

有するもの 

５人槽 ４８９，０００円（５１

６，０００円） 

６人～７人槽 ６５４，０００円（６９

６，０００円） 

８人～１０人

槽 

９０３，０００円（９６

３，０００円） 

１１人～２０

人槽 

１，５５１，０００円

（１，６５０，０００円） 

２１人～３０

人槽 

２，６０７，０００円

（２，７３６，０００円） 

３１人～５０

人槽 

３，５０１，０００円

（３，６６０，０００円） 

備考 浄化槽を設置する区域が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条

の規定により指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯に該当するときの限度額は、限度額の

欄のかっこ書の金額とする。 
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別記様式第１号（第６条関係） 
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別記様式第２号（第６条関係） 
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別記様式第３号（第６条関係） 
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別記様式第４号（第６条関係） 
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別記様式第５号（第６条関係） 
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別記様式第６号（第７条関係） 

 


